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国のがん診療提供体制

（制度見直しの結果）

国の制度見直しの結果を受け、都の特性を踏まえた、がん医療提供体制を検討する。

２２２２ がんがんがんがん診療診療診療診療をををを行行行行うううう地域地域地域地域のののの医療機関医療機関医療機関医療機関のののの役割役割役割役割 及及及及びびびび 拠点病院等拠点病院等拠点病院等拠点病院等とのとのとのとの連携連携連携連携についてについてについてについて
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緩和ケア病棟

特定のがん種に関して

拠点的役割

国：都道府県・地域

がん診療連携拠点病院

国：特定領域がん診療連携拠点病院（新設）

国：地域地域地域地域がんがんがんがん診療病院診療病院診療病院診療病院（新設）

東京都東京都東京都東京都がんがんがんがん診療連携拠点病院診療連携拠点病院診療連携拠点病院診療連携拠点病院

さらなる質の向上と

高度診療に関する一定の集約化
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１１１１ 拠点病院拠点病院拠点病院拠点病院・・・・認定病院認定病院認定病院認定病院・・・・協力病院協力病院協力病院協力病院のののの機能機能機能機能・・・・役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて

①国の制度（拠点病院・地域がん診療病院・特定領域がん診療病院）との関係整理 ②認定病院・協力病院の要件の見直し

３３３３ そのそのそのその他他他他、、、、都都都都におけるがんにおけるがんにおけるがんにおけるがん医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて

東京都東京都東京都東京都がんがんがんがん診療連携協力病院診療連携協力病院診療連携協力病院診療連携協力病院（（（（部位別部位別部位別部位別））））
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拠点病院で初期治療（手術等）を終えた

患者の治療を引き継ぎ、化学療法等の

がん治療を行う。

地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割（１）

地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割地域の医療機関の役割（2）

治癒を目指すことが困難となった患者に対して、

必要な治療と症状緩和を行う。

歯科診療所

かかりつけ医

・集学的治療の提供体制

・緩和ケアの提供体制

・専門的知識・技術を有する医療人材

の配置

・十分な診療実績

・相談支援体制の充実

・地域連携のさらなる強化

・ＰＤＣＡサイクルの確保

高齢化に伴いがん患者が増加する中、地域の医療機関はどのような役割を担う必要があるか（参考：イメージ図内(１）･（２)) 等

→(26～27年度)地域の医療機関でモデル事業実施 (27年度)評価検証

連携

国：地域がん診療病院（新設）

基本的がん診療の

均てん化

転院転院転院転院

転院転院転院転院

アアアア 質質質質のののの向上向上向上向上とととと一定一定一定一定のののの集約化集約化集約化集約化

→がん診療連携拠点病院（要件見直し）

イイイイ 基本的基本的基本的基本的がんがんがんがん診療診療診療診療のののの確保確保確保確保・・・・均均均均てんてんてんてん化化化化

→地域がん診療病院

ウウウウ 特定特定特定特定のがんのがんのがんのがん種種種種にににに対対対対しししし高高高高いいいい診療実績診療実績診療実績診療実績

→特定領域がん診療病院
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